
掛川市規則第２０号

市長の職務を代理する副市長の順序及び事務分担規則を廃止する規則をここに制定する。

平成３１年３月２９日

掛川市長

（別紙）



- 1 -

市長の職務を代理する副市長の順序及び事務分担規則を廃止する規則

市長の職務を代理する副市長の順序及び事務分担規則（平成27年掛川市規則第28号）は、廃止す

る。

附 則

この規則は、平成31年４月１日から施行する。


